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◆政府、「証券市場の構造改革と
活性化に関する対応について」
を公表
政府は、５月 14日、「証券市場の構造改革と

活性化に関する対応について」を公表した。そ

の内容は以下のとおり。

平成 15年５月 14日

証券市場活性化関係

閣僚等による会合

証券市場の構造改革と活性化に関する対応

について

我が国の景気がおおむね横ばいとなっている

中で、企業部門は持ち直しつつあり、企業収益

にも改善の動きが見られるが、株式市場におけ

る需給の不均衡などから株価は低迷しており、

これが景気の先行きや金融システムの安定に悪

影響を及ぼすことが懸念される。

株価の水準は、企業収益の動向など、様々な

要因を背景として市場において決定されるもの

である。その回復のためには、政府・日本銀行

が一体となって、デフレ克服を目指しながら、

構造改革を加速するとともに、経済活性化のた

めの戦略を積極的に推進することによって、経

済全体の活性化を図ることが重要である。また、

企業自らによる収益性・配当性向の向上や投資

家の信頼確保に向けた最大限の努力のほか、証

券会社による個人投資家層拡大のための企業努

力も不可欠である。

他方、最近の金融経済情勢にかんがみれば、

証券市場における当面の需給関係を視野に入れ、

また、基本的には、リスクのある資産への資金

が拡大するよう日本経済における資金の流れを

転換していく必要があることを踏まえ、官民が

一体となって証券市場の活性化に取り組むこと

が必要である。

こうした考え方に立って、政府及び日本銀行

は、２回にわたる関係閣僚等による会合の結果、

構造改革の方針との整合性を重視しつつ、当面、

下記のような対応を行うこととした。

今後、対応の進捗状況を速やかに点検すると

ともに、引き続き、金融経済情勢を十分に注視

しつつ、必要に応じ、証券市場活性化に関し、

適切な措置を検討・実施していく。

記

１．郵貯・簡保による対応

（早急に対応）

  ・  銀行等保有株式取得機構について、資金

調達の必要が生じ、政府保証債を発行す

ることになった場合には、その債券を郵

貯・簡保資金により市場から購入するこ

とについて検討を行う。
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（本年度中に検討）

（１）郵便局ネットワークを活用した民間投

資信託の窓口販売については、民間との

役割分担を含め、総合的に検討する。

（２）郵政公社は、自己資本（内部留保）の

充実に努めつつ、郵貯資金・簡保資金の

性格に応じて、それぞれの資金の国内株

式による運用の拡大について検討する。

２．公的年金による株式運用

（早急に対応）

  ・  年金受給者の利益のために運用すると

いう年金資金の運用の原則を踏まえつ

つ、本年３月に引き上げた目標値（５％

→６％）の着実な達成を目指す。

（本年度中に検討）

  ・  来年予定される次期年金財政再計算と

歩調を合わせ、株式の割合を含めた基

本ポートフォリオの内容について検討

を行う。

３．厚生年金基金の代行返上

（早急に対応）

（１）代行返上の施行時期については、返上

に伴う事務処理を迅速に進め、当初予定

していた本年 10 月１日をできる限り前

倒しする。

（２）物納要件については、年金資金の運用

の原則を踏まえつつ、可能な限り要件を

緩和した政省令を早急に制定する。

４．企業による自社株取得

（早急に対応）

（１）自社株取得の手続については、議員立

法により、定時株主総会の決議がなくと

も、定款の授権に基づく取締役会の決議

により取得することを可能とする商法等

の改正が検討されている。こうした状況

を注視しつつ、適切に対応していく。

（２）インサイダー取引規制については、企業

による自己株取得を過度に萎縮させるこ

とのないよう、関係機関等を通じ、一層

の周知徹底を図る。

５．確定拠出年金の普及

（早急に対応）

  ・  確定拠出年金について、引き続き、その

普及に努める。

（本年度中に検討）

  ・  次期年金制度改正に併せて、確定拠出年

金の拠出限度額の引き上げ等について検

討を行う。

６．ＥＳＯＰ（従業員株式所有プラン（仮称））

の検討

（引き続き検討）

  ・  ＥＳＯＰ（従業員株式所有プラン（仮称））

については、従業員の資産運用の自由度

や企業倒産時のリスク等を踏まえつつ、

関係省庁で引き続き検討する。

７．銀行等保有株式に関する措置

（早急に対応）

  ・  銀行等の株式保有制限については、新Ｂ

ＩＳ規制の導入時期が平成 16 年末から

18 年末に延期されたこと等を踏まえ、

議員立法により、株式保有制限の適用

時期を２年程度延期する方向で検討が行
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われている。また、銀行等保有株式取得

機構についても、その機能を強化するた

め、議員立法により、売却時拠出金の廃

止等を行うことが検討されている。こう

した状況を注視しつつ、適切に対応して

いく。

８．政府保有株式の売却

（早急に対応）

  ・  平成 15年度中、政府保有株式（ＮＴＴ株

及びＪＴ株）については、市況が好転す

るまでの間、売却は行わない。

９．個人投資家による証券投資を促す税制等

（早急に対応）

  ・  平成15年度税制改正において実施した金

融・証券税制の軽減・簡素化（20％→10％、

申告不要制度の導入）や相続税・贈与税

の一体化措置（贈与財産に係る贈与時の

時価による評価等）について、引き続き、

関係団体等とも連携しつつ、積極的に周

知徹底し、新たな個人投資家層による証

券投資の促進を図る。

（引き続き検討）

  ・  金融・証券税制、法人税制などにつき、

税体系全体のあり方との関連をも踏まえ、

中長期的観点からあるべき税制の構築に

向けて引き続き検討する。

10．証券市場の信頼性の向上

（早急に対応）

（１）身近な金融機関で証券を購入できるよう

にすること等を内容とする「証券取引法

等の一部を改正する法律案」、公認会計

士監査の充実・強化等を内容とする「公

認会計士法の一部を改正する法律案」の

早期成立を図るとともに、その早期施行

に向けた政省令の整備を行う。

（２）証券仲介業など、新たに創設される制度

について、周知徹底を行い、その活用を

図る。

11．証券業界の対応に関する要請

（早急に対応）

  ・  証券関係各団体等に対して、個人株主育

成の観点から、アクション・プランを策

定すること等を要請する。

12．日本銀行による銀行保有株式の買入れ措置

の拡充

（引き続き検討）

  ・  銀行保有株式の買入れについては、金融

機関の株式保有や自己資本の基本的項目

（TierⅠ）の動向など、引き続き状況を注

視し、必要ならば、適切な対応について

検討を行う。

13．証券市場活性化に資する民間企業の取組に

対する期待

民間企業は、以下のような取組を行うことが

期待される。

（１）産業再生法等を活用した事業再構築や新

たな事業展開を積極的に進めることによ

り、収益性を一層高めること。

（２）高まった企業の価値を投資家に還元する

よう、適切な配当政策に努めること。

（３）コーポレート・ガバナンスやインベス

ター・リレーションズ（ＩＲ）の充実に
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積極的に取り組むこと。

◆内閣総理大臣、「りそな銀行について
預金保険法第 102 条に基づく資本
増強の必要性」を認定
内閣総理大臣は、５月 17日、りそな銀行につ

いて預金保険法第 102 条に基づく資本増強の必

要性を認定した。その内容は以下のとおり。

平成 15年５月 17日

内閣総理大臣の談話

１． 本日、金融危機対応会議を開催し、同会議

での議を経て、りそな銀行について預金保険

法第102条第１項の第１号措置として資本増

強の措置を講ずる必要がある旨の認定を行う

とともに、同行が資本増強の申込みを行うこ

とができる期限を平成15年５月30日と定め

ました。

２． 同行については、平成 15 年３月期決算に

おける自己資本比率が健全行の国内基準であ

る４％を下回ることとなりましたが、現時点

で、預金流出や市場性資金の調達困難といっ

た問題はありません。今回の措置は、同法第

102 条第１項の第２号措置（破綻処理に伴う

預金全額保護）や、第３号措置（特別危機管

理）のような破綻金融機関に対する措置とは

異なり、破綻状態にない金融機関に資本増強

を行い、健全性の回復を図るものです。これ

により、我が国及び同行が業務を行っている

地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が

生ずることを未然に防ぎます。

３． 今回の認定後、同行からの申込みを待っ

て、資本増強についての具体的な決定を行う

こととなりますが、経営の安定を図り、預金

者等の不安を招かぬよう 10％を十分上回る

自己資本比率を確保したいと考えておりま

す。

４． 今回の資本増強及び徹底的な経営改革に

より、同行の健全性の確保、収益性の向上が

図られるものと期待しております。当然のこ

ととして、同行においては、引き続き通常の

営業が行われ、預金等についても種類を問わ

ず全く問題は生じませんので、預金者、取引

先企業等の皆様におかれましては、ご安心い

ただきたいと考えております。

５． なお、現状においては、金融システム全体

に影響が及ぶ状況にはありません。政府とし

ては、今後とも、金融システムの安定を確保

していくとともに、日本銀行とも緊密な連携

をとりつつ、預金者の保護、信用秩序の維持

に万全を期すこととしております。

内閣総理大臣

小泉　純一郎

◆日本銀行、「金融市場調節方針の
変更について」を発表
日本銀行は、５月 20 日、政策委員会・金融

政策決定会合において、以下のとおり決定、

同日対外公表を行った。
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平成 15年５月 20日

日 本 銀 行

金融市場調節方針の変更について

１． 日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策

決定会合において、金融調節の主たる操作目

標である日本銀行当座預金残高の目標値を、

これまでの「22～27 兆円程度」から「27～30

兆円程度」に引き上げることを決定した（別

添）。

２． わが国の景気は、全体として横這いの動

きを続けているが、欧米経済の回復力や東

アジアでの新型肺炎の影響を巡る不確実性

に加え、株価、為替相場の不安定な動きな

ど、先行き不透明感がこのところ強まって

いる。

３． こうしたなか、今般、政府の金融危機対

応会議において、りそな銀行に対する資本

増強の必要性の認定が行われた。

     金融市場は、日本銀行による追加資金供給

の下で、これまでのところ総じて落ち着いた

地合いを維持している。しかしながら、景気

の先行き不透明感が強い状況だけに、今後、

金融市場において不安定性が高まるような事

態になれば、実体経済活動にも悪影響が及ぶ

可能性もあり、この点注意が必要である。

４． 以上のような経済金融情勢に関する認識

を踏まえ、日本銀行は、金融市場の安定確

保に万全を期す趣旨を明確にするため、当

座預金残高の目標値の引き上げを行うこと

が適当と判断した。

（別　添）

平成 15年５月 20日

日 本 銀 行

当面の金融政策運営について

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決

定会合において、次回金融政策決定会合までの

金融市場調節方針を、以下のとおりとすること

を決定した（賛成多数）。

日本銀行当座預金残高が 27～30 兆円程

度となるよう金融市場調節を行う。

なお、資金需要が急激に増大するなど金

融市場が不安定化するおそれがある場合に

は、上記目標にかかわらず、一層潤沢な資

金供給を行う。
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